
船舶インシデント調査報告書 

令和６年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 令和４年３月２９日 １０時３５分ごろ 

発生場所 大分県大分市関
せき

埼北西方沖 

 関埼灯台から真方位３０５°１.３海里付近 

 （概位 北緯３３°１６.８′ 東経１３１°５２.９′） 

インシデントの概要 プレジャーボートよし丸は、航行中、主機が停止して運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 令和４年４月７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート よし丸、１.０トン 

 ２９４－２４０８８大分、有限会社カーフレンド・アシスト 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力２５.７４kＷ、回転数

毎分３,４００、４気筒、ボア８４.０mm、使用燃料軽油、機関製造

年月不詳、昭和６１年５月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、大分市佐賀関
さ が のせ き

漁港を出港し、同市

福水
ふくみず

漁港沖の釣り場に向けて航行中、目的地付近に近づいたので、主

機の回転数を徐々に下げていたところ、主機が停止した。 

船長は、主機の再始動を試みたが始動できず、原因を調べたところ

バッテリの電圧が低下してセルモータが作動しないので航行不能と判

断し、１１８番通報して救援を要請し、来援した水難救済会の救助船

にえい
．．

航されて佐賀関漁港に入港した。 

船長は、本船を令和２年２月に中古で購入していた。 

『メインテナンスガイド～安全につながる身近な「点検・整備」』 

（日本小型船舶検査機構、令和３年９月発行）には、「劣化したバッ

テリは蓄電が十分にできず、海上にて魚群探知機等の電気機器を使用

し過ぎるとエンジンの再始動ができなくなるおそれがある」旨の記載

がある。 

 また、「舶用機関のトラブル防止のための日常・定期点検整備 小

型船舶の機関事故防止マニュアル」（日本舶用機関整備協会）には、

バッテリの保守点検に必要な事項が次のように記載されている。 

・電解液の量を既定値に保つ。 



・２～３か月に一度、電解液の比重を計測し１.２４を下回ってい

る場合は補充電する。 

・ターミナル及び接続端子部分の緩み、汚れ、錆の点検を行い措置

する。 

・エンジンの使用頻度が少ない場合は充電不足になりがちなので２

～３か月に一度は充電器による補充電を行い、１００％の充電状

態にして使用するように心掛ける。 

分析 本船は、航行中に主機が停止し、再始動しようとした際、バッテリ

の電圧が低下していたことから、セルモータが作動せず、主機の始動

ができなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、航行中に主機が停止し、再始動しよう

とした際、バッテリの電圧が低下していたため、セルモータが作動せ

ず、主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、定期的にバッテリの状態を確認し、電解液量、電解液の

比重を規定値に維持して使用するとともに、劣化が進んだバッテ

リは交換すること。 

 ・船長は、洋上でバッテリ過放電により主機が再始動できなくなっ

た場合に備え、ジャンプスタータ（携帯できる小型のバッテリ）

を搭載することが望ましい。 

 


